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空家の適切な管理をお願いします。空家の適切な管理をお願いします。空家の適切な管理をお願いします。

　空家等対策の必要性を踏まえ「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施⾏されました。この法律の
第3条には、空家等の所有者⼜は管理者の、空家等を適切に管理する責務が定められています。
　空家を放置して、管理不全の状態が続くと、同法第14条の規定により、※「特定空家等」として市が指
導等を⾏うことになります。

※「特定空家等」とは

　市が空家を調査し、「特定空家等」として認定すると、以下の措置がとられます。

◎「空家等対策の推進に関する特別措置法」

○そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
○そのまま放置すれば著しく衛⽣上有害となるおそれのある状態
○適正な管理が⾏われていないことにより著しく景観を損なっている状態
○その他周辺の⽣活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

　⾼萩市では、適切に管理されていない空家等を確認した場合、その所有者に対し、必要となる改善内容
を助⾔・指導しています。

　台⾵などの災害により、急激に空家の倒壊が進み、近隣住⺠に被害を及ぼす恐れのある場合、必要最
⼩限の措置（緊急安全措置）を⾏う場合があります。（費⽤は所有者の負担になります。）

近隣等からの
相談・情報提供

現地調査 所有者等に対する
助⾔・指導

空家を所有することになったら・・・空家を所有することになったら・・・空家を所有することになったら・・・
適正
管理

利活⽤

解 体

定期的な点検と必要に応じた補修を︕

　空家を放置すると、ご近所や地域の⼤きな問題に発展する可能性があります。周辺に迷惑をかけないため
にも、定期的に状況を点検し、メンテナンスを⾏うことで、適切な状態を維持することが⼤切です。
　また、地元⾃治会や町内会、近隣の⽅などに連絡先を伝え、何か問題が発⽣した場合に対応できるように
しておくと、地域の安⼼にもつながります。

□　屋根
☑簡易セルフチェック

□　外壁 □　窓、ドア

□　家のまわり □　⼟台・基礎 □　室内

屋根の剥がれ、アンテナの傾き、
⽡のずれなど

塀の異状（傾き、割れ、ヒビなど）
雑草・樹⽊の繁茂、衛⽣害⾍等の
発⽣、ゴミの不法投棄など

使⽤予定がない場合は賃貸や売却の検討を︕

建物の状態が悪い場合は解体の検討を︕

外壁材の剥がれ、ヒビなど

⼟台・基礎の割れ、ヒビなど

ガラスの割れ、
施錠の不具合など

⾬漏り、床の傾き、
カビの⼤量発⽣など

 建物は使⽤せずに放置していると、使⽤している場合と⽐較しても⽼朽化の進⾏が早いため、使⽤
予定のない空家は資産価値の⾼い間に賃貸や売却をすることを検討しましょう。

 状態の悪い建物は、倒壊等により通⾏⼈に怪我をさせてしまう危険性もあり、損害賠償に発展する
ケースもあります。また、更地にして駐⾞場にするなどの⽅法で利活⽤すれば、建物の維持管理の⼿
間と費⽤が必要なくなります。家族との思い出の詰まった家は、なかなか解体に踏み切れないかもし
れませんが、将来のことを考えて解体を検討してみませんか。

売りたいけどいくらぐらいだろう・・・

適正な価格で売買できるように、⼟地や建物の評価に加
え、その地域の相場などに詳しい専⾨家に相談されること
をお勧めします。

専⾨家に相談
ご相談ください

ご登録いただいた空き物件を、⾼萩市定住・移住推進
ホームページにて公開いたします。
詳しくは裏⾯の案内をご覧ください。

⾼萩市物件紹介バンク

特定空家の認定

助⾔または指導

勧告
※勧告を受けた場合は、固定資
産税等の住宅⽤地特例の対象
から除外されます。

命令
※命令に違反した場合は、50万
円以下の過料に処されることとな
ります。

代執⾏
※命令の措置が履⾏されない場
合は、市が代執⾏を⾏います。費
⽤は所有者の負担になります。

「勧告」を受けると、納付税額が
⾼くなる場合があります

管理不全状態の空家等を放置し「勧告」
を受けると、固定資産税等の住宅用地特
例の対象から除外されます。

200㎡ 200㎡超部分

上記の住宅⽤地特例から除外され
税額が⾼くなります

固定資産税の課税標準額
項  ⽬

都市計画税の課税標準額
1/6に減額 1/3に減額
1/3に減額 2/3に減額

※以下、現⾏の住宅⽤地特例の内容（課税標準額とは
税額を算出する基礎となる価格のことです）

5,630万円

3,400万円
2,100万円
130万円

死亡逸失利益
慰謝料
葬儀費⽤
合計 1,315万円

900万円
280万円
135万円

住宅
家財
家屋の解体・処分
合計

・建築物が傷み、外壁の脱落や屋根瓦や雨
　どいの落下、塀の破損により、近隣や歩
　行者の方などに怪我等をさせるおそれが
　あります。

・不審者の侵入や不法滞在のおそれがあり
　ます。
・放火による火災の危険性が高まるおそれ
　があります。

【防災上の問題】 【防犯上の問題】

⽕災により隣家が全焼した場合
の物件損害等（想定）

外壁材等の落下による死亡事
故の場合（想定）

「空き家発⽣による外部不経済の実態と
損害額の試算に係る調査」

出典︓公益財団法⼈　⽇本住宅総合センター
「空き家発⽣による外部不経済の実態と

損害額の試算に係る調査」

出典︓公益財団法⼈　⽇本住宅総合センター

状態が改善されない場合

正当な理由なく当該勧告
の措置を取らない場合

措置を履⾏しない、履⾏
しても⼗分ではない場合


